
○道路台帳の図面の写しの提供及び閲覧について

１．写しの提供について
原則として、出張所において写しを提供することはできません。
東北地方整備局に対して「行政機関の保有する情報の公開に関する法

律（平成１１年５月１４日法律第４２号）」による開示手続きを行って
ください。
（開示手続きの窓口）
〒９８０－８６０２
仙台市青葉区本町３－３－１
仙台合同庁舎Ｂ棟１１階
東北地方整備局総務部総務課（情報公開室）
代表０２２－２２６－２１７１（内線２３８８）

ただし、以下の許認可及び道路境界確認・明示の申請に使用する場合
には、例外的に上記の開示手続きによらずに出張所において写しを提供
することができます（石巻国道維持出張所管理区間のものに限りま
す）。

①道路法第２４条（道路管理者以外が行う工事の承認）
②道路法第３２条第１項及び第３項（道路占用及び変更の許可）
③道路法第３６条第２項（公益事業者の占用の許可）
④道路法第４７条の２第１項（特殊車両の通行の許可）
⑤道路法第４８条の５第１項（自動車専用道路との連結・交差の許可）
⑥道路法第９１条第１項及び第２項（道路予定区域内の許可）
⑦車両制限令第１２条（特殊車両の通行の認定）
⑧共同溝法第１２条第１項（共同溝の占用の申請）
⑨共同溝法第１７条（占用の権利義務の譲渡に対する認可）
⑩電線共同溝法第４条（電線共同溝の占用の申請）
⑪電線共同溝法第１１条（占用予定者以外の占用の許可）
⑫電線共同溝法第１２条（占用変更の許可）
⑬電線共同溝法第１５条第１項（占用の権利義務の譲渡に対する承認）
⑭道路境界確認・明示事務

なお、上記に掲げる許認可手続に併せて、又は許認可物件の保守のた
めに同写しを道路交通法第７７条（道路の使用の許可）に規定する手続
に供する場合については、同写しが上記に掲げる許認可により達成され
る目的（例：占用物件の設置・管理）と同様の目的のために供されるも
のであることから、目的外使用とは取り扱いません。

２．閲覧について

石巻国道維持出張所管理区間のものに限り、閲覧をすることができま
す。また、閲覧時において、デジカメ等による撮影も認めます。


